
管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
表
） 

 

第
十
五
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以

下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
報
酬
等
基
準
額
表
は
、
別
表
第
七
の

と
お
り
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

 

第
十
五
条
の
二 

新
た
に
会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
報
酬
等
基
準
額
表
に

定
め
る
そ
の
者
の
属
す
る
職
種
の
区
分
の
一
号
給
と
す
る
。 

 

２ 

学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数

そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
経
験
を
有
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
号

給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
） 

 

第
十
五
条
の
三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
の
額
は
、
月
額
又
は
日

額
と
す
る
。 

 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
額
は
、
次
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し

た
基
本
額
及
び
そ
の
基
本
額
に
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
月
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
、
日
額
の

報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
四

捨
五
入
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

３ 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
月
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
表
の
月
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
報
酬
等
基
準
額
」

と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・

七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、



こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

４ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
日
に

つ
き
、
報
酬
等
基
準
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一

日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

５ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
基
準
額
が
、
職
務
の
複
雑
、
困
難
若
し
く
は
責
任

の
度
又
は
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
間
、
勤
労
環
境
そ
の
他
の
勤
労
条
件
が
、
同
じ
職
種
に
属

す
る
他
の
職
に
比
し
て
特
殊
な
職
に
対
し
、
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
報
酬
等
基
準
額
に
別
表
第
八
に
定
め
る
調
整
額
を
加
え
て
得
た
額

を
報
酬
等
基
準
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
） 

 

第
十
五
条
の
四 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
の
額
は
、
報
酬
等
基
準

額
と
す
る
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
し
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
及
び
会
計
年
度
任

用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

別
表
第
六
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 



 

          

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条

の
四
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員
で
、

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
こ
の
規
程
の
適
用
を

別表第八（第十五条の三、第十五条の四関係） 

    報酬等の調整額表 

調整数 調整額 

      円 

  

１ 5,500 

２ 11,000 

 ３ 16,500 

 ４ 22,000 

 



受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額

が
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
（
特
定
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従

事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
う
ち
、
施
行

日
に
最
も
近
い
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
報
酬
の
月
額
（
当
該
月
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
月
額
の
う
ち
最
も
高
い
月
額
）
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
三

十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額
か
ら
特
定
期
間
に
お
い
て
受

け
て
い
た
報
酬
の
月
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

３ 

特
定
期
間
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て

い
た
非
常
勤
職
員
で
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
こ
の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
前
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

４ 

前
二
項
の
経
過
措
置
に
よ
り
支
給
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
例
に
よ
る
。 

５ 

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
一
号
給
」
と
あ
る
の
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
九
号
給
」
と
、
平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
十
三
号
給
」
と
、
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
「
七
号
給
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 


